
(仮称)小柴貯油施設跡地公園整備の進捗状況について 

（仮称）小柴貯油施設跡地公園につきましては、現況の自然環境や地形を活かしつつ、緑や環

境に係る活動、体験、学習や多様なレクリエーションに対応できることを目指して整備を行って

います。

１ 公園概要 

（１）所 在 地   金沢区柴町、長浜、長浜二丁目、並木三丁目 

（２）面積/種別 約 55.8ha／広域公園 

（３）主な施設  草地広場、多目的広場、管理棟、駐車場等 

（４）事業予定   平成26～令和14年度（2014～2032年度：19か年計画） 

【エリアごとの整備完了時期（予定）】 

第１期エリア整備 令和４年度末頃（令和３年度一部公開予定）

第２期エリア整備 令和８年度末頃 

第３期エリア整備 令和14年度末頃 

タンク埋戻し、外周法面整備などはエリアに関わらず安全対策を徹底しながら整備を進めて

いきます。 

令 和 ３ 年 ６ 月 1 8 日 

金 沢 区 米 軍 施 設 建 設 

・返還跡地利用対策協議会資料

環 境 創 造 局 公 園 緑 地 整 備 課

令和３年夏頃 

一部公開予定（約 1.5ha） 
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２ 令和２年８月に発生した重機転落事故について 

（１）事故の概要

令和２年８月 25 日(火)に、小柴貯油施設跡地内において、下水道工事で発生した建設発

生土（タンク埋戻し工事用の原料土として使用）を仮置きする作業中に、作業員 1 名とバッ

クホウが既設の貯油タンクに落下したものです。

（２）事故後の対応

事故発生後、場内で行われていたすべての工事を一時中止し、安全対策の見直しを行いま

した。また、環境創造局として、基地跡地の特殊性について改めて整理し必要な安全対策の

取りまとめを行いました。 

 誤進入防止のためのバリケードやゲートの設置といったハード対策に加え、新規入場者教

育資料の強化や安全協議会などすべての工事関係者に向けた情報共有体制の強化構築とい

ったソフト対策の両面の実施が確認されたことから、12月３日より工事を再開しました。 

 今後、公園の一部公開を控え、公園利用者が工事区域に誤って立ち入ることの無いよう工

区境へ高さ３ｍの万能鋼板や縦格子柵を設置するなど対策を一層強化します。 

【安全対策の実施状況】（図面は令和 2年 11月時点のものをベースとしています） 

 工区境界にゲート設置 

図 安全管理体制の強化（バリケード等設置・安全協議会の開催） 

2



３ 公園名称について 

（１）名称決定までの経過

横浜市の公園命名基準に基づく３案について、公園周辺の３連合自治会（金沢シーサイドタウ

ン連合、金沢東部地区連合、金沢南部地区連合）の皆様にご意見を伺いました。

【名称案】 ①小柴公園 ②金沢小柴公園 ③小柴自然公園

（２）結果

ご意見を踏まえ「小柴自然公園」としました。

４ 第１期エリアの一部公開について 

令和２年度末を予定していた第 1 期エリア北側の 1.5ha については、令和３年夏頃（７月末）

開園予定です。 

一部公開エリアの概要 

整備内容：草地広場、植栽（金沢八名木等）、遊具、健康器具、トイレ、歩道橋等 

※歩道橋名称は、並木第四小学校児童の皆様より募集し「並木わくわく橋」としました。

歩道橋「並木わくわく橋」 

遊具イメージ 
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５ 第１期エリア（全体）の整備について 

 第 1期エリアは令和４年度末頃の公開を予定していますが、第２期、第３期エリアの整備が継続

することから、一部の施設は最終完成形とは異なった形となります。（下図青線範囲） 

（１）令和４年度末時点での整備について

・ 第２，３期エリア整備のため、第１期エリア内に工事ヤード、施工用通路を確保します。

・ 駐車場は最終完成時（220台）に対し、第 1 期エリア分として約 70台分を整備します。

・ 管理棟・レストハウス等は未整備となります。

・ その他の主な施設は草地広場、遊具広場、多目的広場です。

（２）多目的広場について

多目的広場の利用調整については、他地区の身近な公園と同様に、管理運営委員会方式とす

ることを想定しています。管理運営委員会立ち上げについては、今後、公園周辺自治会の皆様

と調整させていただきます。 

（３）遊具広場について

遊具広場については、幅広い層の子どもが一緒に楽しむことができる遊具広場として検討中

です。 

（４）地上式タンクの取り扱いについて

第 1期エリア中央に、米軍により設置された地上式タンク（直径約 15ｍ、高さ９ｍ）が残置

されています。基本設計では展望台などとして活用することを想定していましたが、法令上の

制約（人が上に乗れない、中に入れない）等から、活用法が限定される（モニュメント）こと

が判明しました。 

 第 1期エリア中央に位置するために広場の利用に制約が生じること、維持に多額の費用が生

じること（10 年に 1 回再塗装が必要）を鑑み、撤去し跡地を広場利用したいと考えます。 
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６ 第２期・３期エリアの整備について 

（１）第２期エリアの進捗状況

・ 外周部（西柴側）の法面整備工事、場内の造成などを進めています。

（２）第３期エリアの進捗状況

・ 令和２年度は大型地下式タンク 1.5 基を埋戻しました。

・ これまでに埋戻しが完了したタンクは４基となりました。

・ 原料土の受け入れは安全対策をとりながら継続して実施します（横浜環状南線関連）。 

 ７ 令和３年度の工事予定について 

  以下の工事を予定しています。近隣の皆様には別途お知らせする予定です。 

【第１期エリア（長浜・並木側）】 

① 造園工事（遊具、植栽等）  （施工中・7月末予定）一部公開 

② 造成工事  （施工中・6月末予定） 

③ 造園工事（多目的広場等）  （６月～３月末予定） 

④ 給水・排水工事  （６月～３月末予定） 

【第２期・３期エリア（西柴側）】 

⑤ 建設発生土の搬入   （通年実施予定） 

⑥ 基盤整備工事   （10月～３月末予定） 

※安全対策を徹底して実施していきます。

令 和 ３ 年 度 夏
一 部 公 開 ① 

⑤ 

②、③、④

⑥

第２・３期エリア 

第１期エリア 

図 令和 3 年度工事予定個所 
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